
１　解体現場の実施結果 【参考資料１】

　（１）　建設リサイクル法等に関する合同パトロール （厚生労働省・国土交通省・環境省）

建設リサイクル
法第14条（分別
解体等）に基づ
く助言・勧告数

建設リサイクル
法第19条（再資
源化等）に基づ
く助言・勧告数

（箇所数） （件） （箇所数） （件） （件） （箇所数） （件）

北 海 道 400 4 74 0 0 1 0

青 森 県 80 3 32 0 0 28 1

岩 手 県 211 2 66 0 0 39 5

宮 城 県 111 4 74 0 0 10 8

秋 田 県 30 7 30 1 1 21 7

山 形 県 95 0 35 0 0 22 8

福 島 県 136 0 60 0 0 60 3

茨 城 県 127 10 127 0 0 48 5

栃 木 県 331 7 58 0 2 33 0

群 馬 県 163 7 281 0 2 58 1

埼 玉 県 312 10 241 0 0 177 0

千 葉 県 299 0 138 0 0 118 12

東 京 都 1,318 18 245 0 0 93 3

神奈川県 177 1 124 0 0 43 4

新 潟 県 129 0 118 0 0 97 22

富 山 県 73 5 22 0 0 13 0

石 川 県 72 5 69 0 0 0 0

福 井 県 161 10 45 4 0 43 1

山 梨 県 80 0 73 0 0 32 6

長 野 県 141 3 96 4 0 60 8

岐 阜 県 295 2 28 0 0 21 0

静 岡 県 408 7 196 0 0 23 1

愛 知 県 234 7 192 1 0 51 5

三 重 県 83 0 52 0 0 49 0

滋 賀 県 111 4 78 0 0 0 0

京 都 府 240 0 70 0 0 32 4

大 阪 府 290 21 96 0 0 1 0

兵 庫 県 218 7 146 0 0 82 4

奈 良 県 80 6 30 0 0 5 0

和歌山県 151 1 107 0 0 67 0

鳥 取 県 104 12 39 0 0 0 0

島 根 県 102 0 32 0 0 26 5

岡 山 県 96 3 96 0 0 84 3

広 島 県 236 24 93 0 0 76 8

山 口 県 188 0 119 0 0 56 5

徳 島 県 51 0 17 0 0 16 7

香 川 県 112 0 36 0 0 28 4

愛 媛 県 119 18 31 0 0 4 0

高 知 県 117 4 117 0 0 0 0

福 岡 県 243 10 206 0 0 160 28

佐 賀 県 98 2 11 0 0 0 0

長 崎 県 103 0 59 1 0 50 4

熊 本 県 97 0 56 0 0 0 0

大 分 県 98 5 81 0 0 16 0

宮 崎 県 162 4 34 0 0 0 0

鹿児島県 715 3 95 0 0 0 0

沖 縄 県 119 3 547 0 0 0 0

合　　計 9,316 239 4,672 11 5 1,843 172

※１　（A）は、（B）及び（C)の内数。（B）と（C)は、重複有り。

※２　建設リサイクル法に基づく助言・勧告のうち、石綿含有建材に係るものの秋田県の１件は、同一現場において、都道府県等の建設部局及
び環境部局の双方から助言がなされたもの。

都道府県名

建設リサイクル法関係

都道府県等の
建設部局がパ
トロールした現
場数（B）

都道府県等の
環境部局がが
パトロールした
現場数（C）

建設リサイクル
法に基づく助
言・勧告のう
ち、石綿含有建
材に係る分別
解体の徹底に

ついて

都道府県等の
建設部局及び
環境部局、労
働基準監督署
の３者が合同
で実施したパト
ロールの現場

数（A）

労働基準監督
署が、都道府
県等と合同で
実施した現場
において、石綿
障害作業規則
に基づき実施し
た指導等の件

数


